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１ いじめについて

(１) いじめの定義

｢いじめ｣とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児

童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為

(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児

童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 いじめ防止対策推進法第２条

(２) いじめの基本認識

① いじめはどの子どもにも、どの学級や集団にも起こり得るものである。

② いじめは人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。

③ いじめは大人には気づきにくいところで行われることが多く、発見しにくい。

④ いじめはいじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。

⑤ いじめはその行為の態様により暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。

⑥ いじめは教職員の児童観や指導の在り方が問われる問題である。

⑦ いじめは家庭教育の在り方に大きなかかわりをもっている。

⑧ いじめは学校、保護者、地域などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体

となって取り組むべき問題である。

(３) いじめ防止の基本理念

｢いじめは、いじめをうけた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健

全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は心身に重大な

危険を生じさせるおそれがあり、人として決して許される行為ではない｣という共通認

識のもと、いじめの未然防止、早期発見、早期対応(解消)のために、学校、保護者、地

域、教育委員会をはじめとした関係諸機関の力を集結して、その取組を行い、安全で安

心な学校づくりを推進する。

いじめ防止対策推進法

(いじめの禁止)

第四条 児童等は、いじめを行ってはならない。

(学校及び学校の教職員の責務)

第八条 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保

護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防

止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると

思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。

(保護者の責務等)

第九条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する

児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導そ

の他の必要な指導を行うよう努めるものとする。

２ 保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた場合には、適切に当該児童等をいじ

めから保護するものとする。

３ 保護者は、国、地方公共団体、学校の設置者及びその設置する学校が講ずるいじめの

防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。

４ 第一項の規定は、家庭教育の自主性が尊重されるべきことに変更を加えるものと解し

てはならず、また、前三項の規定は、いじめの防止等に関する学校の設置者及びその設置

する学校の責任を軽減するものと解してはならない。
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(４) いじめの態様 ※宮城県いじめ対応マニュアルから抜粋・参考

いじめの認知並びにいじめの段階を判断するための材料とする。

↑↓ どの段階で教員が気づくか、止められるかが肝心

いじめられる側 いじめる側

群れ ◎遊びや生活をとおして、互いにふざけたり・じゃれ合ったり・いさかいがあっ

遊び たりする （遊び仲間 対等・平等の関係）

初 萌 度重なるふざけ・からかいなどを不快 立場を入れ替えながら、ふざけ・いじ

芽 に感じるようになる。 わる・からかいなどを行うようになる。

期 恐 多人数による「いじめ」に恐れを感じ ターゲットを固定し、仲間を誘い複数

前 れ るようになる。 で「いじめ」を繰り返す。

期 訴 周囲の仲間、友達の行動や態度が気に 周囲の仲間の反応を気にして見ている。

中
え なる (いじめのサイン)。

期
諦 無関心を装い、傍観的な態度の友達を 周囲の動向を見定め、仲間に「いじめ」

め 見て「訴え」を諦める。 を示唆、命令する。

後
無 親や教師に訴えた後の報復や暴力など 暴力行為等をしばしば繰り返す。

力 を極端に恐れる。

期
自 「いじめ」そのものの事実を自ら否定 暴力行為の他に金品の強要、使い走り

尊 する。 等が生じる。

末 否 耐えきれず「自殺・転校」等を考える 暴力行為や金品の強要などが学校内外

期 定 ようになる。 でますます激しくなる。

構成 単独 数名 大勢 単独 数名 大勢

＜手段によるいじめ＞

① ことばのひやかし・からかい・脅し

② 持ち物隠し

③ 仲間はずれ

④ 集団による無視

⑤ 暴力を振るう

⑥ たかり

⑦ お節介・親切の押し付け

⑧ いやな行為の強要

⑨ パソコン等での誹謗中傷 等

＜動機によるいじめ＞

Ａ 怒りや憎しみからのいじめ

Ｂ うっ憤晴らしからのいじめ

Ｃ 性格的な偏りからのいじめ

Ｄ 関心を引くためのいじめ

Ｅ 隠された楽しみのためのいじめ

Ｆ 仲間に引き入れるためのいじめ

Ｇ 違和感からのいじめ

Ｈ その他
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２ いじめの未然防止・早期発見・早期対応(解消)

(１) 未然防止 …いじめが起きにくい学校づくり

① いじめ防止のための組織づくり

ア 下図のとおり、｢いじめ防止対策委員会｣を組織する。※いじめ防止対策推進法第22条

イ 委員会は定期的に開催し、各学年・学級の生活状況を把握しながら、対策を検討する。

平常時には教師の力量を高めるための研修会の企画立案等も行う。

いじめ防止対策委員会 報 各学年・学級

＜メンバー＞ 告 ○学年・学級経営の充実

校長・教頭・教務主任・生徒指導主事・ ・ ○道徳・特別活動の充実

学年主任・養護教諭・教育相談担当・ 連 ○いじめの実態把握と早

特別支援コーディネーター、(該当学級の担任) 絡 期発見

※必要に応じてスクールカウンセラー ・ ○教育相談の充実

相

＜取組内容＞ 談 保護者・地域

① 年間活動計画と研修計画の作成と実施 ・ 教育委員会

② 実態把握(報告、学校生活アンケート等の実施) 支 関係機関(警察等)

③ 保護者・地域・関係機関との連携(窓口)等 援

④ いじめを認知した場合の組織的な対応

② ｢児童のよさ｣を伸ばす教員のかかわり

ア いじめが生まれる背景を踏まえ、教職員の何気ない言動が子どもたちを傷つけ、いじ

めを助長してしまう場合があることを理解する。

イ ｢児童のよさ｣を伸ばすことばかけやかかわりを意識し、実践する。

③ 児童の｢居場所づくり｣・｢絆づくり｣

ア 児童一人ひとりが認められ、お互いに相手を思いやることができるように、｢居場所

づくり(教員の働きかけ｣・｢絆づくり(児童どうしの関係強化｣を推進する。

イ おもに特別活動(学級活動・委員会活動・クラブ活動・異学年交流活動・学校行事等)

を通して児童に達成感や感動、団結することのよさ等を味わわせ、自己有用感や自己肯

定感を育てる。

④ 学習規律の確立と｢わかる・楽しい｣授業づくり

ア 学習規律を確立し、だれもが安心して参加できる授業づくりに取り組む。

イ 授業では｢自己決定｣、｢自己存在感｣、｢共感的人間関係｣、｢合意形成｣のある授業づく

りを心がけ、達成感や自尊感情を高めることを目指す。

ウ ｢わかる・楽しい｣授業の実現により、児童の学びを保障する。

⑤ 道徳的実践力の向上

ア カリキュラムマネジメントを通して、道徳の授業や特別活動等との連携を図る。

イ 道徳の授業を要とし、教育活動全体で思いやりや生命・人権を大切にする心の育成を

図り、道徳的実践力の向上に結びつける。特に｢いじめを許さない｣、｢いじめは許され

ない｣といった意識や態度を育てる。
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⑥ ネット上のいじめに対して

ア 生徒指導担当や情報教育担当が中心となり、随時、ネット上のいじめに関する注意喚

起を行う。

イ ネット上のいじめに関する最新の情報に関する事例研修等を行い、教職員のいじめ防

止に関する指導力の向上を図る。

ウ 児童、保護者に対して、できるだけ早い時期に情報モラル講演会等を実施する。

⑦ 積極的な生徒指導と研修・評価

ア 学級活動を中心に、いじめや人権について考え、行動できるような実践力を育てる。

その集大成として、いじめフォーラムや人権集会を開催する。

イ いじめ防止等の最新の情報に関する事例研修等を、校内の年間研修計画に位置付けて

実施し、教職員のいじめ防止に関する指導力の向上を図る。

ウ いじめに関して、計画・対策・検証・改善のＰＤＣＡサイクルを確立し、毎学期、教

員、児童・保護者が自己評価を行う。また、その内容については学校運営協議会(コミ

ュニティ・スクール)に報告したり、学校関係者評価で検証・評価を行う。

いじめ防止対策推進法

（学校におけるいじめの防止等の対策のための組織）

第二十二条 学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、

当該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者

により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする。
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(２) 早期発見 …軽微ないじめも見逃さない

① 教師と児童の普段のかかわり

ア 業務改善により、教師が児童と関わることができる時間を十分、確保する。

イ 児童との何気ないかかわりや会話を通して、児童理解に努める。気になる点、心配な

点については、すみやかに学年主任または生徒指導担当に報告し、指示を受ける。

② 毎週の生徒指導部会(職員集会)での情報共有

ア 毎週、開催する｢生徒指導部会(職員集会)｣では、気になる情報や欠席が続く児童の情

報を共有し、学校全体で見守る体制を築く。

イ いじめが疑わしい情報に関しては、臨時で｢いじめ防止対策委員会｣を開催、対策を協

議し、学校全体で取り組む。

③ 学校生活アンケートの実施と一人一台端末の活用

ア 学校生活アンケートを毎月実施し、児童の悩み、不安や人間関係等を把握する。いじ

めが疑われる場合は、すみやかに学年主任または生徒指導担当に報告し、｢いじめ防止

対策委員会｣につなげる。

イ アンケートの内容・方法については、｢いじめ防止対策委員会｣で随時、見直す。

ウ 一人一台端末の活用により、教務部および生徒指導担当がメール等の機能を生かして

相談窓口を開設し、情報を収集する。いじめが疑われる内容があった場合は、すみやか

に報告し、対策を協議する。

④ 教育相談の充実

ア 担任を中心に随時、教育相談の時間を設定し、児童たちの悩みや相談を聞き、よりよ

い環境づくりに結びつける。

イ 相談内容によっては、生徒指導担当と連携し、スクールカウンセラー等につなぐよう

にする。

ウ また相談窓口については、前述の一人一台端末や保健室、複数の外部相談機関につい

て児童や保護者へ周知する。

エ ＳＯＳの出し方に関する教育について、生徒指導担当や養護教諭が中心となり、年間

計画に位置づけ、実施する。

⑤ 家庭及び地域との連携

ア 普段から、家庭とは何かあった際の連絡だけでなく、普段の様子や児童のよさも伝え、

よりよい連携ができるように密な関係を築いておく。

イ 学校運営協議会(コミュニティ・スクール)や市の相談窓口、民生委員、保護司、青少

年相談員等らとも連携し、地域で子どもたちを見守り、気になることがあった場合には

情報共有ができるような協力体制を築く。また状況によっては、所轄警察、市適応指導

教室に出向いて連携を図る。

※参考 最終ページに｢いじめ発見チェックリスト｣があります。
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(３) 早期対応(解消) …いじめから子どもを守り通す

① いじめを発見したときは

ア いじめを発見した場合(疑わしい場合も)は、ただちに行為をやめさせ、すみやかにい

じめから児童を守る体制(他の教員が別室で話を聞くなど)を構築する。

イ いじめの事実を把握し、｢いじめ防止対策委員会｣のメンバーに被害児童や該当児童が

在籍する学級の担任(以下、該当学級の担任)等を加え、対応について検討する。また、

職員集会において、全職員で情報と対策を共有し、学校全体で当たる。

② いじめへの対応・解消に向けて 特に初期対応が大切！

ア いじめへの対応は学級担任だけで抱え込むことなく、組織で対応を協議し、的確な役

割分担をしていじめ問題の解決にあたる。

イ いじめから児童を守り通すことを最優先に考え、いじめている側の児童に対しては毅

然とした態度で指導にあたる。すみやかに情報収集(アンケート、聞き取り等)を行い、

事実を確認した上で、教育上必要があると認められたときには、適切に懲戒を加える。

ウ 同時に、傍観者の立場にいる児童にも｢どうしたら良かったのか｣、｢今後どうすれば

よいか｣を十分に考える機会を持つ。

エ 間を置かず、いじめを受けた児童・保護者に対する支援と、いじめを行った児童への

指導とその保護者への助言を行う。ただし、いじめ関係者間における争いを生じさせな

いように、いじめの事案に係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。

オ 犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、市教育委員会及び児童相談所も

しくは所轄警察等と連携して対処する。

カ インターネットを通じていじめが行われた場合は、いじめを受けた児童、保護者は、

当該いじめに係る情報の削除を求めることや、発信者情報の開示を請求しようとすると

きは、法務局又は地方法務局の協力を求めることができることを助言する。

キ 上記の対策を講じてなお、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。少な

くとも、いじめに係る行為が止んでおり、被害児童が心身の苦痛を感じていない段階を

解消とする。しかし、たとえ解消している段階に至った場合でも、いじめが再発する可

能性が十分にあり得ることを踏まえ、当該いじめの被害児童及び加害児童について、日

常的に注意深く観察していく。

③ 重大事態と判断されるいじめへの対応 ※いじめ防止対策推進法第28条

重大事態とは、児童の生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや相当の期間、

学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合等とする。

ア 重大事態が発生した旨を、市教育委員会にすみやかに報告する。

イ すみやかに｢いじめ防止対策委員会｣を開催する。

ウ ｢いじめ防止対策委員会｣を中心として、事実関係を明確にするための調査をする。

エ 調査結果については、いじめを受けた児童・保護者に対し、事実関係その他の必要な

情報を適切に提供する。

オ いじめを行った児童に対してはいじめ解消のための指導に加え、必要に応じ、他の子

どもの教育を受ける権利を保障する観点から出席停止や、犯罪行為にあたる場合は所轄

警察等との連携協力など毅然とした対応を行う。

カ いじめを受けた児童・保護者の心のケアに配慮する。その際、スクールカウンセラー

緊急派遣等、必要に応じて市教育委員会と相談し活用する。
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重大事態が発生したら

関係機関との連携(情報提供) 市教委へ→連絡・報告･相談

＜いじめ防止対策委員会＋α＞

校長・教頭・教務主任・生徒指導主事・学年主任・養護教諭・教育相談担当・

特別支援コーディネーター・該当学級の担任

※状況に応じて、教育委員会からの派遣員やスクールカウンセラー等も加える。

＜取組内容＞

☆市教委の指示を仰ぎながら、事実確認調査・情報収集・情報提供・対応の検討

※情報の収集 ※情報窓口の一本化→報道等への対応(教頭)

・｢誰がどう動くのか｣の決定・確認→ 調査班・対応班 等

① 発見→ ② 情報収集→ ③ 事実確認→ ④ 方針決定→

⑤ 対応→ ⑥ 事後観察・支援の継続

・全職員に周知し、共通理解の共通実践実施

・保護者との連携(理解を得た上での情報連携と行動連携)、保護者会開催の検討

・関係機関との連携(情報連携と行動連携)、マスコミ対応の一本化

全職員・児童・保護者・地域・関係機関(警察等)
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いじめ防止対策推進法

（いじめに対する措置）

第二十三条 学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及

び児童等の保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実

があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その

他の適切な措置をとるものとする。

２ 学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじ

めを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確

認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を当該学校の設置者に報告するものとす

る。

３ 学校は、前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合に

は、いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、当該学校の複数の教職員によって、

心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、いじめを受けた児童等又

はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対す

る助言を継続的に行うものとする。

４ 学校は、前項の場合において必要があると認めるときは、いじめを行った児童等につ

いていじめを受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを

受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を

講ずるものとする。

５ 学校は、当該学校の教職員が第三項の規定による支援又は指導若しくは助言を行うに

当たっては、いじめを受けた児童等の保護者といじめを行った児童等の保護者との間で争

いが起きることのないよう、いじめの事案に係る情報をこれらの保護者と共有するための

措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

６ 学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警

察署と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財

産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に、援助を

求めなければならない。

（学校の設置者又はその設置する学校による対処）

第二十八条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態（以

下「重大事態」という。）に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資す

るため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の

使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行

うものとする。

一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた

疑いがあると認めるとき。

に いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なく

されている疑いがあると認めるとき。

３ 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったときは、当該

調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実

関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとする。

４ 第一項の規定により学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者は、同項の

規定による調査及び前項の規定による情報の提供について必要な指導及び支援を行うもの

とする。



時系列 児童氏名

1 最近、笑顔が見られなくなった。

2 最近、感情の起伏が激しい。

3 ぼんやりとしていることが多い。

4 わざとらしく、はしゃいでいる。

5 責任を押しつけられたり追及されたりすることが多い。

6 本意でない係や委員にむりやり選出される。

7 衣服の汚れや擦り傷等が見られる。服に靴の跡があったりする。

8 ケガの原因を曖昧にしている。

9 持ち物や掲示物等にいたずらや落書きをされる。

10 持ち物がなくなったり壊されたりすることがある。

11 必要以上のお金を持っている。

12 教師との会話やかかわりを避けるようになる。

13 遅刻・欠席・早退などが増えた。

14 朝の健康観察の返事に元気がない。

15 教室に入れず、保健室などで過ごす時間が増えた。

16 職員室や保健室の周りをうろうろとしている。

17 学習意欲が低下したり、忘れ物が増えたりしている。

18 授業での発言を冷やかされたり、無視されたりする。

19 グループにするときに、机を離されたり避けられたりする。

20 休み時間に一人で過ごすことが増えた。

21 遊んでいるときも、特定の相手に必要以上に気を遣う。

22 不快に思うような呼び方をされている。

23 遊び仲間が急に変わったり、友だちのことを聞かれると嫌がる。

給食 24 給食のおかずの意図的な配り忘れや不平等な配膳をされる。

25 重い物や汚れたものを持たされることが多い。

26 清掃時間に一人だけ離れて掃除をしている。

帰りの会 27 帰りの会終了後、用事がないのに下校しようとしない。

清掃

学校

生活

全般

いじめ発見チェックリスト　　　　　　　　　年　　組

チェックポイント

登校時

授業中

休み

時間


